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市有地売払いの案内（先着順売払い） 
 
  市では下記により、市有の財産を売払います。 
 

記 
１ 売払物件の種類 
  土地 
 
２ 売払物件の番号、所在地、地目及び地積、売払価格、契約保証金（その他情報につ 

いては、別添物件調書のとおりとなります。） 

物件 
番号 

所 在 地 地 目 
地 積 
（㎡） 

売払価格 
（円） 

契 約 
保証金 
（円） 

R3-1 
西ヶ丘四丁目5番 1 

及び 5番 11 
雑種地 

(現況宅地) 
662 

(実測 662.06) 12,835,000 642,000 

R3-2
（売却 

済み） 

西ヶ丘四丁目5番 2 

（売却済み） 

雑種地 

(現況宅地) 
528 

(実測 528.28) 
11,850,000 593,000 

R3-3 西ヶ丘四丁目5番 3 
雑種地 

(現況宅地) 
530 

(実測 530.44) 
11,865,000 594,000 

R3-4 西ヶ丘一丁目8番 4 
雑種地 

(現況宅地) 
691 

(実測 691.56) 
13,427,000 672,000 

 
３ 売払いの方法 
  先着順により買受者を決定します。 
 
４ 売払いを受ける方に必要な資格 

 個人又は法人とし、以下の条件に該当しない者。 
（１） 公有財産の事務に従事する市の職員。 
（２） 法人等の役員等が暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有し

ている者。 
（３） 成年被後見人、被保佐人等契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を

得ていない者。 
（４） 国税及び地方税等を滞納している者。 
（５） 宗教活動、政治活動に利用する目的の者。 
 
５ 売払いの申請 
（１） この売払いを希望する方は、売払申請書（以下「申請書」という。）を提出して

いただきます。 
（２） 申請書の交付 

申請書は、閉庁日を除く日の午前９時から午後５時までの間、宮古市総務部契約

管財課管財係（宮古市役所３階）にて交付します。 
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   また、市のホームページからもダウンロードできます。 
（３） 申請書の受付 

期  間：閉庁日を除く日の午前９時から午後５時まで、随時受け付け。 
場  所：宮古市 総務部 契約管財課 管財係（宮古市役所３階） 
提出書類：申請書、住民票（法人にあっては法人の登記簿謄本）、身分証明書（個

人のみ。宮古市に本籍のある方は市役所１階総合窓口課にて、１通３

００円で交付します。） 
   提出方法：契約管財課へ持参又は郵送等により送付してください。 

提出書類に不備・誤記があった場合は、受付しませんので、郵送等に

より提出する場合は、十分確認した後送付してください。 
郵送等により書類提出を行う場合は、提出書類の不備・誤記等の

確認のため、ファックス又は電子メールにて事前に内容確認を行

うことを推奨します。（事前に電話にて相談してください。） 
 
６ 契約の相手方の決定 
 申請書に記載された本人又は本人が定めた代理人の資格を確認し、申請書及び提出

書類にて契約の相手方を決定し、売払決定通知書を交付します。 
 
７ 契約の相手方となるべき者が複数となった場合の契約の相手方の決定 

同じ日に契約の相手方となるべき方が複数となった場合は、後日抽選によって、契

約の相手方を決定します。 
抽選する場合において、抽選日当日に契約の相手方となるべき方が来ることができな

いときは、これに代わって、委任した代理人を抽選に参加させることができます。 
 
８ 契約金額及び契約書の作成 
  売却価格を契約金額とし、売払い決定通知の日から直ちに契約を締結します。 

 
９  契約保証金に関する事項 
（１） 契約保証金は、契約金額の１００分の５以上の額を、現金により契約の締結と同

時に納付してください。ただし、契約の締結と同時に契約金額を全額納付する場

合はこの限りではありません。 
（２） 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。 
（３） 契約保証金には、利子は付きません。 
 
10 契約の不履行等 

契約締結後、契約者の責めに帰すべき理由により契約が解除されたときは、上記９

の契約保証金は市に帰属します。 
 
11 代金の納入方法 

代金は、契約締結の日から納入期限内(30 日以内)に所定の納入用紙で納入してくだ

さい。 
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12 物件の引渡し 
  現状のまま引き渡します。 
 
13 所有権の移転時期 

  売払い物件の所有権は、売買代金を完納した時に移転するものとします。 
 
14 契約者の譲渡制限 

  契約者は、所有権登記前に、権利義務を第三者に譲渡することはできません。 
 
15 その他 
（１） 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担となります。 
（２） 提出された書類等は返却しません。 
（３） 売払申請者は、物件等を熟知のうえ参加してください。 
（４） 登記に要する費用は契約者の負担となります。 
（５） 地価動向の反映や土地利用方針の変更等のため、売却条件の変更や売却の中止を

行う場合があります。 
 
 

〔問い合わせ先〕 

  宮古市総務部契約管財課管財係（宮古市役所３階） 
      電 話   ０１９３－６８－９０６９ 
      ファックス ０１９３－６３－９１２３ 


